
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

都市整備部 建築指導課

建築確認

建築基準法

第６条第１項

（電話 ６２１－５２７４）

・ 建築基準法関係規定（建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例
の規定）に適合するものであること。

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）

標準処理期間 総日数 日（休日を含む）

（設定しない ※法第６条第１項第４号に該当する建築物：７日
ものについて ※法第６条第１項第１号から第３号までに該当する建築物：３５日
はその理由）

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）
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